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●
こ
の
機
会
に
、
今
一
度
戦
争
の
悲
惨

さ
、
平
和
と
命
の
尊
さ
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

●
お
た
ず
ね
／
福
祉
推
進
課
（
☎
㉑

６
６
９
４
）

重
度
後
遺
障
が
い
者
介
護
料
を

支
給
し
て
い
ま
す

●
自
動
車
事
故
に
よ
っ
て
頭
部
ま
た

は
脊
髄
に
損
傷
を
受
け
重
度
の
後

遺
障
が
い
を
遺
し
、
介
護
を
要
す
る

方
へ
介
護
料
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

●
受
給
資
格
者
／
自
賠
責
認
定
通
知
書

が
１
級
１
号
・
２
号
、
ま
た
は
２
級

１
号
・
２
号
の
方
、
及
び
こ
れ
と
同

等
で
あ
る
と
機
構
が
判
断
し
た
方

●
申
請
者
／
受
給
資
格
者
の
法
定
代

理
人
、
ま
た
は
扶
養
し
て
い
る
方

●
介
護
料
／
月
額
２
９
，２
９
０
円
～

１
３
６
，８
８
０
円
（
症
状
に
応
じ

て
支
給
）

●
支
給
期
間
／
申
請
書
類
を
受
理
し

た
月
か
ら
介
護
料
を
支
給
す
る
事

由
が
消
滅
し
た
月
ま
で

●
お
た
ず
ね
／
（
独
）
自
動
車
事
故
対

策
機
構
島
根
支
所
（
☎
０
８
５
２
㉕

４
８
８
０
）

交
通
遺
児
等
育
成
資
金
貸
付

●
自
動
車
事
故
に
よ
り
死
亡
さ
れ
た

方
、
ま
た
は
重
度
の
後
遺
障
が
い
に

な
ら
れ
た
方
の
お
子
様
（
０
歳
か
ら

中
学
生
ま
で
）
に
対
し
て
次
の
条
件

農
業
振
興
地
域
整
備
変
更

計
画
案
の
縦
覧

●
縦
覧
期
間
／
８
月
１
日
㈬
～
31
日
㈮

●
内
容
／
出
雲
農
業
振
興
地
域
整
備

計
画
及
び
出
雲
市
斐
川
農
業
振
興

地
域
整
備
計
画
の
農
用
地
利
用
計

画
を
変
更
す
る
た
め
、
そ
の
理
由
書

及
び
計
画
図
書
を
縦
覧
し
ま
す
。

※
出
雲
市
民
で
あ
れ
ば
、
期
間
中
に

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

●
縦
覧
場
所
・
お
た
ず
ね
／

　

農
業
振
興
課
（
☎
㉑
６
７
６
２
）、

斐
川
地
域
：
斐
川
支
所
産
業
振
興
課

　
（
☎
�
９
２
２
０
）

農
用
地
区
域
か
ら
の

除
外
申
出

●
農
業
振
興
地
域
の
農
用
地
区
域
の

農
地
を
宅
地
等
に
転
用
す
る
た
め

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
農
用
地
区
域
か

ら
除
外
し
た
う
え
で
転
用
申
請
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
申
出
期
間
／
８
月
１
日
㈬
～
31
日
㈮

※
次
の
申
出
期
間
は
、
平
成
25
年
２
月

に
な
り
ま
す
。

●
申
出
先
・
お
た
ず
ね
／

　

農
業
振
興
課
（
☎
㉑
６
７
６
２
）、

　

斐
川
地
域
：
斐
川
支
所
産
業
振
興
課

　
（
☎
�
９
２
２
０
）

島
根
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
へ
の
登
載
申
請

●
９
月
１
日
現
在
で
、
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
の
選
挙
人
名
簿
を
調
製
し

ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
申
請
書
を

選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

●
該
当
者
／
①
１
年
間
に
90
日
以
上

漁
船
で
漁
業
を
営
む
方
ま
た
は
従

事
す
る
方
、
②
12
月
５
日
現
在
で
満

20
歳
以
上
の
方

●
申
請
期
間
／
９
月
１
日
㈯
～
５
日
㈬

●
お
た
ず
ね
／
選
挙
管
理
委
員
会
（
☎

㉑
６
５
５
９
）

出
雲
市
戦
没
者
追
悼
・

平
和
祈
念
式
典

●
と
き
／
８
月
12
日
㈰
14
時
～

●
と
こ
ろ
／
出
雲
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

●
お
た
ず
ね
／
福
祉
推
進
課
（
☎
㉑

６
６
９
４
）

８
月
15
日
は
『
戦
没
者
を

追
悼
し
平
和
を
祈
念
す
る
日
』

●
８
月
15
日
は
、「
戦
没
者
を
追
悼
し

平
和
を
祈
念
す
る
日
」
で
す
。
当
日

は
、
日
本
武
道
館
で
政
府
主
催
の

「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」
が
行
わ
れ

ま
す
。

●
市
民
、
事
業
者
の
皆
さ
ま
も
８
月
15

日
正
午
か
ら
、
１
分
間
の
黙
祷
を
お

願
い
し
ま
す
。

で
「
無
利
子
」
の
育
成
資
金
を
お
貸

し
し
て
い
ま
す
。

●
貸
付
申
込
者
／
お
子
様
を
扶
養
し

て
い
る
保
護
者

●
貸
付
金
額
／

　
（
お
子
様
１
人
に
つ
き
）
は
じ
め
に

一
時
金
１
５
５
，
０
０
０
円
、
貸

付
期
間
中
、
毎
月
２
０
，０
０
０
円
、

小
中
学
校
入
学
時
に
入
学
支
度
金

４
４
，０
０
０
円

●
貸
付
期
間
／
貸
付
が
決
定
し
た
月

か
ら
中
学
校
卒
業
の
月
ま
で

●
返
還
期
間
／
中
学
校
卒
業
後
、
１
年

据
え
置
い
て
か
ら
月
賦
等
に
よ
る

20
年
以
内
の
均
等
払
い
で
返
還
。
た

だ
し
、
高
校
、
大
学
等
へ
進
学
し
た

場
合
、
在
学
中
は
返
還
猶
予
。

●
お
た
ず
ね
／
（
独
）
自
動
車
事
故
対

策
機
構
島
根
支
所
（
☎ 

０
８
５
２

㉕
４
８
８
０
）

神
々
の
国

し
ま
ね
へ
よ
う
こ
そ
！

高
校
生
の
文
化
発
信
ス
テ
ー
ジ

●
県
内
の
高
校
生
が
「
神
々
の
国
し
ま

ね
」
に
ち
な
ん
だ
公
演
や
制
作
し
た

作
品
の
展
示
及
び
開
発
し
た
商
品

等
の
販
売
を
し
ま
す
。

●
と
き
／
８
月
18
日
㈯
10
時
～
15
時

●
と
こ
ろ
／
大
社
文
化
プ
レ
イ
ス

　
　
　
　
　

う
ら
ら
館

●
お
た
ず
ね
／
島
根
県
高
校
教
育
課

（
☎
０
８
５
２
㉒
６
９
１
７
）

《市長面会日》開催時間は、いずれも13時30分～16時

◆ 対　象／個人またはグループ（５人以内）
◆ 時　間／１人（グループ）あたり３０分以内
◆ 広報情報課まで電話で申し込みください。

おたずね／広報情報課　☎ ２１－８５７８　FAX 21－6509

開催日 場　所 申込受付期間

8月17日（金）　

８月2２日（水）

市役所本庁

市役所平田支所 ～8月17日（金）

～8月１4日（火）

《まちづくり懇談会》 開催時間は、いずれも19時～20時30分

◆どなたでも参加できます。当日会場へお越しください。
◆手話通訳・要約筆記の必要な方は、福祉推進課
　☎２１－６９５９　ＦＡＸ２１－６５９８までご連絡ください。

開催日 会　　　場
8月10日（金）　 窪田コミュニティセンター
8月24日（金）　 上津コミュニティセンター

8月31日（金）　 久多美コミュニティセンター

お
知
ら
せ
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平
田
の
航
空
管
制
用

レ
ー
ダ
ー
施
設
見
学
会

●
と
き
／
９
月
29
日
㈯

　
　
　
　

９
時
30
分
～
12
時

●
と
こ
ろ
／

　

平
田
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務

所
へ
集
合
し
、
各
自
車
で
レ
ー
ダ
ー

施
設
へ
移
動
（
約
20
分
・
案
内
図
配

布
）

●
定
員
／
20
人　

応
募
多
数
は
抽
選

●
申
込
期
限
／
９
月
５
日
㈬

●
申
込
・
お
た
ず
ね
／

　

往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
電
話
番
号
を
記
載
し
、
平
田

航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
事
務
所

（
〒
６
９
１–

０
０
０
１
平
田
町

２
４
１
９
、
☎
�
３
０
０
３
）
へ

郵
送

●
留
意
事
項
／

　

当
日
は
身
分
を
証
明
で
き
る
も
の

を
持
参
、
施
設
内
で
の
撮
影
・
携
帯

電
話
持
ち
込
み
禁
止

ひ
ら
た
元
気
フ
ェ
ス
タ

●
と
き
／
９
月
２
日
㈰

　
　
　
　

９
時
30
分
～
15
時

●
と
こ
ろ
／
育
児
館
お
よ
び
そ
の
周
辺

●
内
容
／
胃
が
ん
検
診
（
受
付
８
時
～

９
時
）、
子
宮
が
ん
検
診
（
受
付
８

時
30
分
～
９
時
30
分
）、
乳
が
ん
検

診
（
事
前
予
約
必
要
）、
健
康
相
談
、

栄
養
相
談
、
体
力
測
定
な
ど

※
胃
が
ん
検
診
受
診
者
は
、
前
夜
21
時

以
降
禁
煙
・
絶
飲
食
し
て
く
だ
さ
い
。

※
が
ん
検
診
の
際
の
託
児
を
希
望
さ

れ
る
方
は
８
月
15
日
㈬
ま
で
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
・
お
た
ず
ね
／
平
田
支
所

健
康
福
祉
課
（
☎
�
５
７
８
０
）

文
化
講
演
会

●
と
き
／
８
月
18
日
㈯
午
後
４
時
～

●
と
こ
ろ
／
塩
冶
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

●
講
師
／
式
守
勘
太
夫
（
第
11
代
）

　

大
相
撲
三
役
格
行
司
（
高
田
川
部
屋

所
属
）、
出
雲
市
立
第
２
中
学
校
卒

　

当
日
は
、
出
雲
相
撲
甚
句
会
の
皆
様

に
よ
る
相
撲
甚
句
も
あ
り
ま
す
。

●
お
た
ず
ね
／
塩
冶
ク
ラ
ブ
珍
部
さ

ん
（
☎
㉑
０
８
９
６
）

出
雲
郷
土
大
学
講
演
会

【
日
本
と
出
雲
を
語
る

～
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
県
人
会
で
、

　
　
　
　
　
　
　

国
会
で
～
】

●
と
き
／
８
月
19
日
㈰
14
時
～
16
時

●
と
こ
ろ
／
塩
冶
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

●
講
師
／
岩
國
哲
人
氏（
元
出
雲
市
長
）

●
参
加
費
／
無
料

●
お
た
ず
ね
／　

　

出
雲
郷
土
大
学
実
行
委
員
会
岩
崎

さ
ん
（
☎
０
８
０–

３
６
９
７–

２
７
５
１
）

第
18
回
ひ
か
わ
女
の
夏
ま
つ
り

●
と
き
／
８
月
８
日
㈬
19
時
～
21
時

●
と
こ
ろ
／
斐
川
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル

●
仮
装
カ
ラ
オ
ケ
シ
ョ
ー
の
ほ
か
、
盛

り
だ
く
さ
ん
の
内
容
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
模
擬
店
の
出
店
な
ど
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
家
族
お
そ
ろ
い
で
ご

来
場
く
だ
さ
い
。

●
お
た
ず
ね
／
ア
グ
リ
レ
デ
ィ
ー
ス

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ヒ
ロ
イ
ン　

代
表　

佐
藤
さ
ん
（
☎
�
８
５
３
７
）

特
別
児
童
扶
養
手
当
・

特
別
障
が
い
者
手
当
な
ど
の

現
況
届
受
付
が
始
ま
り
ま
す

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
障
が
い
児
福
祉

手
当
・
特
別
障
が
い
者
手
当
・
経
過
的

福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
年

に
一
度
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

●
提
出
期
間
／
９
月
10
日
㈪

※
該
当
の
方
に
は
、
必
要
な
書
類
を
送

付
し
ま
す
。

●
現
況
届
を
提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
引

き
続
き
手
当
て
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

●
提
出
先
・
お
た
ず
ね
／
福
祉
推
進
課

（
☎
㉑
６
９
５
９
）、
各
支
所
福
祉
担

当
課

児
童
扶
養
手
当
の

現
況
届
受
付
が
始
ま
り
ま
す

●
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
年
に
一
度
現
況
届
け
の
提
出

が
必
要
で
す
。

●
提
出
期
間
／

　

８
月
１
日
㈬
～
31
日
㈮

※
該
当
の
方
に
は
、
７
月
初
旬
に
必
要

な
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

●
現
況
届
を
提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
引

き
続
き
手
当
て
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

●
提
出
先
・
お
た
ず
ね
／

　

子
育
て
支
援
課
（
☎
㉑
６
６
０
４
）、

各
支
所
福
祉
担
当
課

《市長ポストのご案内》

おたずね／広報情報課：☎２１－８５７８・FAX２１－６５０９ 
市長メールは、市のホームページのメールフォームを

利用して、ご意見をお送りください。

　市では、皆さまの市政に対する幅広いご意見
やご提案を伺うために、「市長ポスト」を設けて
います。お寄せいただいたご意見は、今後の市
政を進めるうえでの参考とさせていただきます
（市役所の通常業務に関することは、各担当課に
お問い合わせください）。
　提案方法は、市役所本庁、各支所に設置して
いるポストへの投函、メールでの送信、郵便・ファ
クスでの送付があります。いずれの場合も様式
は問いませんが、ご連絡先（お名前・
ご住所・電話番号、メールアドレス、
ファクスの場合はファクス番号）をご
記入ください。インターネットを通じ
て送る場合はホームページのメール
フォームから送信してください。




